
申＝申し込み　問＝問い合わせ

65
歳
未
満
の
人
は
入
場
料
が
必
要
で
す

□
臨
時
休
館

　

７
月
２
日
㈭
か
ら
４
日
㈯
ま
で
設

備
機
器
点
検
の
た
め
休
館
し
ま
す
。

巡
回
バ
ス
コ
ー
ス
に
つ
い
て
は
問
い

合
わ
せ
て
く
だ
さ
い
。

□
元
気
ひ
ろ
げ
た
い
そ
う

日
時
＝
６
月
22
日
㈪
午
後
１
時
30
分

〜
３
時

対
象
＝
一
般
、
先
着
30
人

用
意
す
る
物
＝
体
育
館
履
き

□
健
康
教
室
「
脱
水
・
熱
中
症
に
つ

い
て
」

日
時
＝
６
月
24
日
㈬
午
後
１
時
30
分

　

道
路
の
整
備
や
登
記
、
雇
用
、
年

金
な
ど
、
国
、
県
、
市
、
特
殊
法
人

の
業
務
に
つ
い
て
、
苦
情
や
意
見
・

要
望
が
あ
る
と
き
は
、
行
政
相
談
委

員
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。
問
題
解
決

の
手
伝
い
を
し
ま
す
。

問
い
き
い
き
生
活
課
☎
８
９
８
│
６

１
０
０
へ

　

カ
ッ
タ
ー
技
能
講
習
会
を
開
催
。

今
夏
に
乗
船
を
希
望
す
る
団
体
の
指

導
者
は
必
ず
受
講
し
て
く
だ
さ
い
。

期
日
＝
６
月
27
日
㈯
〜
28
日
㈰
（
１

〜
３
時

対
象
＝
一
般
、
先
着
30
人

申
以
上
２
つ
の
教
室
は
６
月
８
日
㈪

か
ら
同
セ
ン
タ
ー
へ
直
接

□
防
犯
相
談
所

日
時
＝
６
月
８
日
㈪
・
25
日
㈭
、
午

後
１
時
〜
３
時

対
象
＝
一
般

申
当
日
同
セ
ン
タ
ー
へ
直
接

□
６
月
の
日
曜
開
館
日

期
日
＝
６
月
14
日
㈰

巡
回
バ
ス
コ
ー
ス
＝
城
南
南
部
・
駒

形
・
上
川
淵
・
下
川
淵
コ
ー
ス

□
臨
時
休
館

　

６
月
８
日
㈪
か
ら
13
日
㈯
ま
で
設

備
機
器
点
検
の
た
め
休
館
し
ま
す
。

巡
回
バ
ス
は
早
便
・
遅
便
と
も
に
、

お
お
と
も
老
人
福
祉
セ
ン
タ
ー
へ
送

迎
し
ま
す
。

□
７
月
の
日
曜
開
館
日

期
日
＝
７
月
５
日
㈰

巡
回
バ
ス
コ
ー
ス
＝
〈
早
便
〉
本
庁

東
コ
ー
ス
〈
遅
便
〉
桂
萱
コ
ー
ス

65
歳
未
満
の
人
は
入
場
料
が
必
要
で
す

□
ウ
ク
レ
レ
演
奏
と
マ
ジ
ッ
ク
シ
ョ

ー日
時
＝
６
月
27
日
㈯
正
午

対
象
＝
ど
な
た
で
も

□
主
催
教
室
受
講
生
募
集

泊
２
日
）

会
場
＝
赤
城
少
年
自
然
の
家

対
象
＝
同
家
利
用
団
体
の
指
導
者
、

先
着
15
人

費
用
＝
３
，
６
０
０
円

申
６
月
８
日
㈪
〜
19
日
㈮
に
同
家
☎

２
８
７
│
８
２
２
７
へ

　

本
市
で
は
通
学
区
域
以
外
の
学
校

を
希
望
す
る
場
合
、
定
め
ら
れ
た
距

離
の
範
囲
内
で
学
校
を
選
択
す
る
こ

と
が
で
き
ま
す
。
選
択
の
対
象
と
な

る
の
は
、
市
内
在
住
で
来
年
度
小
中

学
校
に
新
入
学
す
る
児
童
生
徒
。
希

望
す
る
家
庭
は
手
続
き
を
し
て
く
だ

さ
い
。
な
お
、
受
け
入
れ
人
数
を
超

え
た
場
合
は
抽
選
と
な
り
ま
す
。

　

学
校
選
択
制
は
来
年
度
入
学
者
で

教
室
名
＝
①
絵
手
紙
②
水
墨
画

日
時
＝
①
６
月
27
日
〜
９
月
26
日
の

土
曜
６
回
②
７
月
８
日
〜
10
月
28
日

の
水
曜
６
回
、
午
前
10
時
〜
正
午

対
象
＝
市
内
在
住
の
60
歳
以
上
の
人
、

①
は
30
人
②
は
20
人
（
各
抽
選
。
申

し
込
み
が
５
人
未
満
は
中
止
）

申
６
月
15
日
㈪
ま
で
に
往
復
ハ
ガ
キ

で
。
教
室
名
・
住
所
・
氏
名
（
ふ
り

が
な
）・
年
齢
・
電
話
番
号
を
明
記

し
、
〒
３
７
１
│
０
８
４
７
大
友
町

一
丁
目
12
│
10
・
お
お
と
も
老
人
福

祉
セ
ン
タ
ー
へ

□
６
月
の
日
曜
開
館
日

期
日
＝
６
月
21
日
㈰

巡
回
バ
ス
コ
ー
ス
＝
〈
早
便
〉
元
総

社
コ
ー
ス
〈
遅
便
〉
東
コ
ー
ス

　

市
・
県
民
税
の
納
税
通
知
書
は
６

月
９
日
㈫
に
発
送
す
る
予
定
で
す
。

生
活
保
護
や
災
害
被
害
を
受
け
た
場

合
な
ど
、
特
別
の
事
由
で
納
税
が
困

難
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
は
、
市
・

県
民
税
が
減
免
さ
れ
る
場
合
が
あ
り

ま
す
。
納
期
限
日
の
７
日
前
ま
で
に

市
民
税
課
へ
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

　

ま
た
、
本
年
度
か
ら
寄
附
金
税
制

が
拡
充
。今
ま
で
の
対
象
に
加
え
て
、

新
た
に
市
や
県
が
条
例
で
定
め
た
寄

附
金
が
控
除
の
対
象
と
な
り
、
所
得

控
除
方
式
か
ら
税
額
控
除
方
式
に
な

廃
止
し
ま
す
。
平
成
23
年
度
入
学
者

か
ら
は
、
通
学
区
域
の
指
定
学
校
に

通
学
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

申
10
月
15
日
㈭
〜
30
日
㈮
に
市
役
所

学
校
教
育
課
（
☎
８
９
８
│
５
８
１

２
）
へ
直
接

□
６
月
の
プ
ラ
ネ
タ
リ
ウ
ム

日
時
＝
土
日
曜
、
午
前
11
時
、
午
後

２
時
30
分

内
容
＝
〈
天
文
学
シ
リ
ー
ズ
〉「
銀
河

鉄
道
の
旅
」〈
星
座
の
お
話
〉「
ヘ
ル
ク

レ
ス
の
冒
険
」

□
子
ど
も
映
画
会

日
時
＝
６
月
20
日
㈯
午
後
１
時
30
分

内
容
＝
「
が
ん
ば
れ
ス
イ
ミ
ー
」「
お

じ
ゃ
る
丸　

ち
っ
ち
ゃ
い
も
の
の
大

き
な
ち
か
ら
」

り
ま
す
。
詳
し
く
は
、
本
市
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

問
市
民
税
課
☎
８
９
８
│
６
２
０
３

へ
　

来
年
度
か
ら
、
年
金
所
得
に
係
る

住
民
税
の
支
払
い
方
法
が
変
わ
り
ま

す
。

　

65
歳
以
上
の
年
金
受
給
者
の
う
ち
、

住
民
税
の
納
税
義
務
が
あ
る
人
は
、

来
年
10
月
よ
り
公
的
年
金
か
ら
の
特

別
徴
収
（
引
き
落
と
し
）
に
。
年
金

所
得
の
金
額
か
ら
計
算
し
た
住
民
税

の
み
が
特
別
徴
収
の
対
象
で
す
。
詳

し
く
は
、
本
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご

覧
く
だ
さ
い
。

問
市
民
税
課
☎
８
９
８
│
６
２
０
７

へ
　

市
税
は
そ
れ
ぞ
れ
の
納
期
限
ま
で

に
、
金
融
機
関
ま
た
は
市
役
所
収
納

課
、
各
支
所
・
出
張
所
（
コ
ミ
ュ
ニ

テ
ィ
セ
ン
タ
ー
を
除
く
）、
コ
ン
ビ
ニ

で
納
め
て
く
だ
さ
い
。

□
便
利
な
口
座
振
替

　

納
税
に
は
、
安
全
で
確
実
な
口
座

振
替
が
便
利
。
預
貯
金
口
座
の
あ
る

金
融
機
関
（
ゆ
う
ち
ょ
銀
行
を
含
む
）

へ
、
通
帳
・
届
け
出
印
・
納
税
通
知

書
を
用
意
し
て
直
接
申
し
込
ん
で
く

だ
さ
い
。

　

来
年
度
か
ら
の
地
域
包
括
支
援
セ

ン
タ
ー
業
務
委
託
先
を
募
集
。
募
集

期
間
は
６
月
10
日
㈬
か
ら
30
日
㈫
ま

で
。
対
象
地
域
は
若
宮
・
城
東
・
中

川
、
南
部
・
文
京
、
大
胡
・
宮
城
・

粕
川
の
３
圏
域
で
す
。
こ
の
説
明
会

を
開
催
し
ま
す
。

日
時
＝
６
月
10
日
㈬
午
後
２
時

会
場
＝
市
立
図
書
館

対
象
＝
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
者

問
介
護
高
齢
課
☎
８
９
８
│
６
２
７

５
へ

　

身
体
障
害
者
の
体
力
維
持
増
進
と

相
互
交
流
を
図
る
た
め
、
ウ
オ
ー
キ

ン
グ
、
グ
ラ
ウ
ン
ド
ゴ
ル
フ
な
ど
の

軽
ス
ポ
ー
ツ
教
室
を
開
催
し
ま
す
。

日
時
＝
６
月
28
日
㈰
午
前
10
時
〜
午

□
納
税
通
知
書
を
紛
失
し
た
と
き

　

市
・
県
民
税
や
軽
自
動
車
税
は
市

民
税
課
、
固
定
資
産
税
・
都
市
計
画

税
は
資
産
税
課
、
国
民
健
康
保
険
税

は
国
民
健
康
保
険
課
で
再
発
行
し
ま

す
。

□
納
期
限
を
過
ぎ
る
と
延
滞
金

　

納
期
限
ま
で
に
市
税
を
納
め
な
い

こ
と
を
滞
納
と
い
い
、
滞
納
す
る
と

定
め
ら
れ
た
率
で
延
滞
金
が
加
算
さ

れ
ま
す
。
計
画
的
に
納
税
し
て
く
だ

さ
い
。

問
収
納
課
☎
８
９
８
│
６
２
２
６
へ

□
休
日
納
税
相
談
窓
口

　

平
日
に
来
庁
で
き
な
い
人
の
た
め

に
、
毎
月
第
３
日
曜
に
、
納
税
相
談

窓
口
を
開
き
ま
す
。

日
時
＝
６
月
21
日
㈰
午
前
８
時
30
分

〜
午
後
４
時

会
場
＝
市
役
所
収
納
課

問
同
課
☎
８
９
８
│
６
２
３
３
へ

後
３
時
（
雨
天
中
止
）

会
場
＝
前
橋
総
合
運
動
公
園

対
象
＝
身
体
障
害
者
と
そ
の
介
護
者

な
ど

用
意
す
る
物
＝
昼
食

申
６
月
12
日
㈮
ま
で
に
障
害
福
祉
課

☎
２
２
０
│
５
７
１
３
へ

　

市
民
税
非
課
税
世
帯
の
人
が
介
護

保
険
施
設
や
短
期
入
所
サ
ー
ビ
ス
を

利
用
し
た
と
き
、
そ
の
食
費
・
居
住

費
（
滞
在
費
）
が
軽
減
さ
れ
る
制
度

が
あ
り
ま
す
。
市
役
所
介
護
高
齢
課

で
「
負
担
限
度
額
認
定
」
の
申
請
を

し
て
く
だ
さ
い
。

　

ま
た
、
昨
年
度
認
定
を
受
け
た
人

の
有
効
期
限
は
６
月
30
日
㈫
ま
で
。

６
月
初
旬
に
更
新
申
請
書
を
郵
送
し

ま
す
の
で
、
７
月
以
降
も
利
用
を
希

望
す
る
人
は
更
新
の
手
続
き
を
し
て

く
だ
さ
い
。

問
介
護
高
齢
課
☎
８
９
８
│
６
１
５

７
へ

相
談
し
て
く
だ
さ
い

行
政
へ
の
意
見
や
要
望

赤
城
大
沼
の
カ
ッ
タ
ー

乗
船
指
導
者
は
受
講
を

来
年
度
の
学
校
選
択

10
月
か
ら
受
け
付
け

包
括
セ
ン
タ
ー
業
務
の

委
託
先
を
募
集
し
ま
す

介
護
施
設
利
用
時
の

負
担
費
用
を
軽
減

忘
れ
ず
に
確
認
を

市
・
県
民
税
の
通
知

き
ち
ん
と
納
期
に

し
っ
か
り
納
税
を

児
童
文
化
セ
ン
タ
ー

☎
２
２
４
│
２
５
４
８

身
障
者
軽
ス
ポ
ー
ツ
で

体
力
維
持
と
交
流
を

相　

談

青
少
年

児　

童

福　

祉

除草などの緊急雇用を実施
働く人を募ります

総合福祉会館の利用抽選会

７月６日までに参加申し込みを

　本市では緊急雇用創出事業を実
施。この雇用者を募集します。
募集事業＝①除草など業務②森林
整備業務
申①は６月30日㈫②は７月31日㈮
までにハローワーク前橋（☎290-
2111）へ直接
問管財課☎898-6654へ

　総合福祉会館と第四コミ
ュニティセンターについて、
10月から12月分までの施設
利用抽選会を行います。今
回から抽選会参加の申し込
みが必要です。なお、抽選日
の翌日からは、電話と窓口で
予約を受け付けます。
日時＝７月８日㈬午前８時
30分～55分
会場＝総合福祉会館
申７月６日㈪まで（土日曜
を除く午前８時30分～午後
５時）に同館☎237-0101へ

　本市の財務事務などについての監査結果
を公表。市役所情報公開コーナー、各支所・
公民館などで閲覧できるほか、本市ホーム
ページにも掲載しています。
問監査委員事務局☎898-6636へ

税

し
き
し
ま
老
人
福
祉
セ
ン
タ
ー

　
　
　

☎
２
３
３
│
２
１
２
１

お
お
と
も
老
人
福
祉
セ
ン
タ
ー

　
　
　

☎
２
５
２
│
３
０
７
７

ひ
ろ
せ
老
人
福
祉
セ
ン
タ
ー

　
　
　

☎
２
６
１
│
０
８
８
０

老
人
福
祉
セ
ン
タ
ー

児童館では楽しい催しがいっぱい　　
詳しくは下記へ問い合わせを

日吉☎233-5122
朝倉☎265-1955
大友☎251-1337
下小出☎233-2622
粕川☎285-4000

毎月の行事は、本市ホームページに掲載しています

児童館案内

コンビニで手軽に納税

個
人
住
民
税
の
支
払
い

来
年
10
月
か
ら
変
更
に

監査結果を公表
市役所などで閲覧できます
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